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君
主
国
家
の
間
で
は
、
支
配
者
間
の
接
触
、
す
わ
な
ち
別
名
「
宮
廷
外
交
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
あ
る
程
度
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
外
交
諸
官
庁
を
通
し
て
行

わ
れ
る
正
式
な
外
交
交
渉
に
代
わ
り
得
る
。

ロ
シ
ア
は
こ
の
点
に
お
い
て
最
も
顕
著
な
実
例
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
以
来
、
国
家
間
交
渉
の
分
野
は
、
国
家
元
首
が
格
別
に
注
目
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
体
制
が
完
成
し
た
の
は
ニ
コ
ラ
イ
一
世
治
世

下
で
あ
る
が
、
体
制
の
欠
陥
が
全
面
的
に
表
面
化
し
た
の
も
そ
の
時
期
で
あ
る
。「
君

主
間
の
連
帯
」
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
あ
る
い
は
プ
ロ
シ
ア
国
王
を
し
て
地
政
学

上
の
具
体
的
な
取
り
分
を
拒
否
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
誤
算
が
、
一
八
五
三
年
か

ら
一
八
五
六
年
の
ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
時
、
ロ
シ
ア
の
孤
立
化
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
は
、
こ
の
苦
い
経
験
か
ら
教
訓

を
得
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
、
時
に
応
じ
て
、「
宮
廷
外
交
」
と
い
う

慣
れ
親
し
ん
だ
制
度
を
手
段
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
関
連
し
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て

も
専
制
的
性
格
を
持
つ
ロ
シ
ア
帝
国
の
国
家
組
織
は
、
本
質
的
に
、
国
王
あ
る
い
は

皇
帝
が
外
交
政
策
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
実
質
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
他
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
立
憲
君
主
体
制
と
は
明
白
に
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。一

八
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
国
際
舞
台
へ
の
日
本
の
登
場
は
、
地

政
学
的
な
計
算
と
は
無
関
係
に
、
ロ
シ
ア
皇
帝
の
日
本
に
対
す
る
関
心
を
引
き
起
こ

し
た
が
、
そ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
両
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
一
見
類
似
し
て
い

た
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
後
の
出
来
事
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
類
似
は
表
面
的
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
九
〇
年
代
以
前
は
、
日
本
は
動
く
べ
き
方
向
性
が
ま
だ
明

瞭
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
は
こ
の
「
日
の
出
ず
る
国
」
の
指
導
者
た
ち
に
さ
え
も
明
白

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
維
新
の
公
式
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
外
国
の
多
く
の
観
察
者
か
ら
す
れ
ば
、
王
政

復
古
を
標
榜
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
更
に
、
加
速
す
る
近
代
化
と
西
欧
化
を
促

進
す
べ
き
は
ず
の
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
。

こ
れ
に
際
し
、
一
八
八
〇
年
代
以
前
の
日
本
の
指
導
部
は
、
国
際
舞
台
に
お
け
る

全
体
的
な
勢
力
均
衡
を
十
分
明
確
に
は
把
握
し
き
れ
な
い
中
で
、
固
有
の
外
交
的
利

害
分
野
を
策
定
し
、
想
定
さ
れ
る
連
携
国
と
対
立
国
の
見
定
め
を
模
索
し
て
い
た
。

日
本
指
導
部
が
直
面
す
る
事
態
の
複
雑
さ
を
十
分
正
確
に
理
解
し
て
い
た
サ
ン
ク

ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
は
、
両
国
間
の
懸
案
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
に
当
た
り
、「
宮

廷
外
交
」
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
で

は
、
日
本
で
ミ
カ
ド
と
い
う
人
格
に
付
与
さ
れ
た
特
別
に
神
聖
な
地
位
に
つ
い
て
完

全
に
明
確
に
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
必
然
的
に
直
接
折
衝
の
確
立
に

困
難
を
き
た
し
た
。

周
知
の
ご
と
く
、
ロ
マ
ノ
フ
家
の
代
表
者
で
日
本
を
最
初
に
訪
問
し
た
の
は
、
一

八
七
一
年
に
コ
ル
ベ
ッ
ト
艦
ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ー
ナ
号
で
航
海
を
し
た
ア
レ
ク
セ
イ
・
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
大
公
【
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
の
四
男
】
で
あ
る
。

時
に
、
大
公
が
睦
仁
天
皇
に
拝
謁
し
た
と
言
及
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ

有
栖
川
宮
の
ロ
シ
ア
訪
問
と
「
宮
廷
外
交
」

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
コ
ロ
フ
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る
が
、
そ
れ
ら
は
確
証
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
大
公
自
身
も
そ
れ
に
類
し
た
こ
と
は

何
ら
確
言
し
て
い
な
い

（
ⅰ
）。

天
皇
と
の
会
見
が
大
公
の
予
定
に
実
際
に
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
か
な
り
の
程
度

の
確
信
を
持
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
神
聖
な
る
天
皇
へ
の
拝
謁
が
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
大
公
に
は
、
侮
辱
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
明
白
な
軽
視
と
受
け
取
ら

れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
大
公
の
父
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
も
自
尊
心
を

傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
か
っ
た
が
、「
宮
廷
外
交
」
の
初
め

て
の
不
成
功
を
大
ぴ
ら
に
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
し
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
状
況
は
急
速
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
複
雑
な
問
題
が

山
積
み
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
八
九
〇
年
代
の
半
ば
に
至
っ
て
露
日
関
係
は
全

体
と
し
て
、
国
際
レ
ベ
ル
を
含
め
て
順
調
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

一
八
八
四
年
の
夏
、
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
軍
事
視
察
団
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
滞

在
し
た
。
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、
陸
軍
大
臣
オ
ー
ヤ
マ
中
将
【
大
山
巌
】、
ミ
ウ

ラ
中
将
【
三
浦
悟
楼
】、
ノ
ズ
少
将
【
野
津
道
貫
】、
コ
ニ
ア
ラ
秘
書
、
通
訳
の
オ
ー

サ
カ
少
佐
【
大
迫
尚
敏
】
で
あ
っ
た）

1
（

。

大
山
巌
（
一
八
四
二
─
一
九
一
六
）
は
、
後
に
元
帥
と
な
り
、
一
九
〇
四
年
か
ら

一
九
〇
五
年
に
か
け
て
の
対
ロ
シ
ア
戦
争
時
に
は
日
本
陸
軍
の
司
令
官
で
あ
っ
た
。

ノ
ズ
・
ミ
チ
ツ
ロ
【
野
津
道
貫
】（
一
八
四
〇
─
一
九
〇
八
）
も
そ
の
戦
争
で
武
威

を
発
揮
し
、
元
帥
の
称
号
を
得
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
に
対
し
、
日
本
視
察
団
一
行
は
一
八
八
四
年
七
月
二
〇
日

（
八
月
一
日
）
正
午
に
ペ
テ
ル
ゴ
フ
の
フ
ェ
ル
メ
ル
宮
殿
で
拝
謁
を
し
、
そ
の
後
ニ
ー

ジ
ニ
ャ
ヤ
別
荘
に
移
動
し
、
皇
后
マ
リ
ヤ
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ナ
に
拝
謁
し
た
後
、
大

ペ
テ
ル
ゴ
フ
宮
殿
で
の
午
餐
に
招
か
れ
た）

2
（

。

こ
の
日
本
視
察
団
に
つ
い
て
念
の
た
め
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

視
察
団
の
訪
露
の
主
た
る
目
的
が
、
ロ
シ
ア
も
含
め
、
西
欧
の
軍
事
情
勢
の
視
察
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
、
軍
人
を
含
め
た
両
国
の
関
係
者
が

相
互
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
、
す
な
わ
ち
そ
の
関
心
は
相
互
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

一
八
八
七
年
、
海
軍
士
官
と
し
て
航
海
を
し
た
ロ
マ
ノ
フ
家
の
も
う
ひ
と
り
の
代

表
者
が
日
本
を
訪
れ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
大
公
【
皇
帝
ニ
コ

ラ
イ
一
世
の
四
男
（
ミ
ハ
イ
ル
・
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ィ
チ
大
公
）
の
四
男
】
で
あ
る
。

大
公
が
日
本
に
や
っ
て
来
た
経
緯
は
極
め
て
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
海
軍
兵

学
校
を
卒
業
し
軍
務
に
就
い
た
大
公
は
巡
洋
艦
ル
イ
ン
ダ
号
で
航
海
に
出
発
し
た
。

海
軍
士
官
に
必
要
な
実
務
経
験
の
習
得
と
共
に
こ
の
航
海
は
教
育
的
性
格
を
も
持
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
航
海
の
日
程
は
通
常
の
も
の
と
は
や
や
異
な
り
、
明
ら
か

に
、
極
東
を
知
る
こ
と
そ
の
も
の
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
大
公
は
日
本
に
二
年
近
く
も
留
ま
り
、
日
本
か
ら

太
平
洋
地
域
の
他
の
諸
国
を
巡
る
航
海
も
組
ま
れ
て
い
た
。

ほ
ぼ
三
ヶ
月
ご
と
に
、
ル
イ
ン
ダ
号
は
長
崎
を
出
航
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
、
イ

ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
セ
イ
ロ
ン
、
フ
ィ
ジ
ー
、
そ
の
他
、
太
平
洋
と
イ
ン
ド

洋
の
島
々
を
訪
問
し
た
。

長
崎
で
の
定
時
停
泊
中
に
、
大
公
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
か
ら
電
報
を
受
け

取
っ
た
。
任
務
は
睦
仁
天
皇
を
訪
問
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

大
公
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
短
い
発
言
を
残
し
て
い
る
。「
我
が
国
の
公

使
は
非
常
に
心
配
を
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
私
が
日
本
の
天
皇
が
こ
れ
ま
で
に

接
見
を
し
た
中
で
、
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
代
表
者
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
」。拝

謁
の
儀
式
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
様
子
を
き
わ
め
て
簡
単
に
記
し
た
後
、
大

公
が
明
ら
か
に
満
足
気
に
報
告
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
週
間
後
に
晩
餐
会
に
招
か
れ

た
こ
と
、
そ
の
席
で
日
本
語
の
知
識
を
披
露
し
よ
う
と
決
意
し
、
幾
つ
か
日
本
語
の

言
葉
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

（
ⅱ
）。

大
公
の
日
本
語
を
聞
い
た
日
本
の
皇
后
は
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は
じ
け
る
よ
う
に
笑
っ
た
。
と
い
う
の
も
彼
が
口
に
し
た
語
句
は
、
港
地
域
の
み
に

見
ら
れ
る
き
わ
め
て
特
殊
な
方
言
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

（
（

。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
を
以
っ
て
し
て
も
、
日
本
の
皇
族
は
間
違
い
な
く
、
ロ
マ

ノ
フ
家
の
代
表
に
近
親
感
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
大
公
に
よ
っ
て
は
、
何
ら

本
格
的
な
外
交
交
渉
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
ら
の
任

務
を
大
公
は
完
全
に
成
功
裡
に
成
し
遂
げ
た
。
接
触
は
王
室
レ
ベ
ル
で
は
確
立
さ

れ
、
日
本
の
天
皇
家
の
代
表
者
が
近
い
う
ち
に
ロ
シ
ア
を
答
礼
訪
問
す
る
で
あ
ろ
う

こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

こ
の
代
表
者
と
な
っ
た
の
は
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
（
一
八
六
二
─
一
九
一
三
）
で

あ
っ
た
。
そ
の
長
兄
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
（
一
八
三
五
─
一
八
九
五
）
は
、
明
治
期

の
有
力
な
軍
事
・
政
治
指
導
者
の
一
人
で
あ
り
、
当
初
は
西
欧
化
に
反
対
す
る
立
場

を
と
っ
て
い
た
が
、
後
に
倒
幕
に
積
極
的
に
参
加
し
、
西
郷
隆
盛
討
伐
戦
（
一
八
七

七
）
の
指
導
者
と
な
り
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
─
一
八
九
五
）
時
に
は
日
本
陸
軍

の
総
司
令
官
で
、
不
敗
を
誇
る
軍
事
指
導
者
で
あ
っ
た
。
自
身
か
つ
て
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
三
世
の
戴
冠
式
に
列
席
す
る
た
め
一
八
八
二
年
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ

の
弟
で
あ
る
威
仁
親
王
自
身
は
英
国
留
学
経
験
を
も
ち
、
海
軍
軍
人
と
し
て
活
躍
し

て
兄
の
死
後
有
栖
川
宮
家
を
継
い
だ
。

有
栖
川
宮
威
仁
親
王
の
ロ
シ
ア
訪
問
は
、
日
本
が
憲
法
の
受
容
を
準
備
し
て
い
た

時
期
に
当
た
り
、
一
方
、
そ
れ
に
対
し
ロ
シ
ア
の
方
は
、
専
制
体
制
が
自
己
不
動
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
く
、
両
者
は
相
呼
応
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う

に
思
え
た
。

「
日
出
ず
る
国
」
の
立
憲
君
主
体
制
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
転
換
の
過
程
に
お
い

て
、
大
英
帝
国
に
代
表
さ
れ
る
ロ
シ
ア
の
地
政
学
上
の
恒
常
的
敵
対
者
と
の
日
本
の

戦
略
的
接
近
、
さ
ら
に
は
、
列
強
先
進
国
と
し
て
、
日
本
の
位
置
づ
け
に
有
利
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
基
盤
が
醸
造
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
一
八
八
九
年
に
は
、
そ
の
よ
う
な
展
望
は
曖
昧
模
糊
と
し
た
状
況

に
あ
っ
た
。

有
栖
川
宮
親
王
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
歴
訪
は
、
政
治
的
接
触
の
確
立
と
同
時
に
、

西
欧
の
軍
事
情
勢
を
調
査
す
る
と
い
う
優
れ
て
実
用
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ

の
出
来
事
に
関
連
し
て
、
事
情
に
通
じ
た
観
察
者
で
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
・
ヤ
ポ
ン
ス

キ
ー
【
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
の
こ
と
。
亜
使
徒
聖
ニ
コ
ラ
イ
】

は
、
露
暦
一
八
八
九
年
一
月
三
一
日
（
西
暦
二
月
一
二
日
）
の
日
記
の
中
で
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。「
白
川
と
か
い
う
公
爵
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
途
に
就
く
と
い
う

の
と
は
訳
が
ち
が
う
。
有
栖
川
宮
が
夫
人
を
同
伴
し
て
ロ
シ
ア
に
出
か
け
る
の
で
あ

る
。
我
が
国
の
皇
后
に
日
本
の
皇
后
か
ら
の
勲
章
を
私
的
に
手
渡
す
と
い
う
の
が
そ

の
任
務
で
あ
る
。
彼
は
モ
ス
ク
ワ
を
も
訪
問
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
宗
教
事
情
を
そ

の
目
で
確
か
め
る
と
い
う
秘
密
任
務
を
帯
び
て
い
な
い
は
ず
が
な
い
。
も
っ
と
も
、

表
向
き
に
は
そ
の
任
務
は
軍
事
技
術
の
調
査
で
あ
る）

4
（

」。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
、「
日
出
ず
る
国
」
の
住
民
を
ロ
シ
ア
正
教
に
帰
依
さ
せ
る

と
い
う
自
己
の
主
要
課
題
に
照
ら
し
て
日
本
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
検
討
す
る

と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
者
と
し
て
の
確
た
る
執
念
が
に
じ
み
出
て
い
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
以
後
日
本
に
お
い
て
普
及
さ
せ
る
目
的

で
、「
自
ら
の
目
で
確
か
め
る
」
と
い
う
意
図
を
有
栖
川
宮
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
お

い
て
も
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
西
欧
の
観
察
者

た
ち
の
多
く
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
日
本
の
近
代
化
の
必
要
不
可
欠
な
要
素

の
一
つ
と
見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
有
栖
川
宮
親
王
の
訪
問
に
関
係
し

た
史
料
に
は
、
彼
の
任
務
の
隠
さ
れ
た
政
治
的
意
図
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
な
い
が
、

間
接
的
な
証
拠
か
ら
、
両
大
国
間
の
相
互
関
係
に
つ
な
が
る
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

親
王
が
近
々
来
訪
す
る
と
の
知
ら
せ
が
ロ
シ
ア
帝
室
宮
内
省
に
入
っ
た
の
は
一
八
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八
九
年
の
四
月
の
始
め
で
あ
っ
た
。

ニ
コ
ラ
イ
・
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ギ
ル
ス
外
務
大
臣
（
一
八
二
〇
─
一
八
九
五
）
は
、

露
暦
一
八
八
九
年
四
月
七
日
（
一
九
日
）
に
帝
室
宮
内
大
臣
イ
ラ
リ
オ
ン
・
イ
ヴ
ァ

ノ
ヴ
ィ
チ
・
ヴ
ォ
ロ
ン
ツ
ォ
フ
＝
ダ
シ
コ
フ
伯
爵
（
一
八
三
七
─
一
九
一
六
）
宛
に

次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

「
伯
爵
イ
ラ
リ
オ
ン
・
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ィ
チ
殿

去
る
三
月
二
三
日
付
け
の
私
の
書
簡
第
一
〇
九
七
号
の
補
足
と
し
て
次
の
こ
と
を

閣
下
に
お
伝
え
致
し
ま
す
。
当
地
駐
在
の
日
本
公
使
か
ら
先
程
受
け
取
っ
た
通
知
に

よ
れ
ば
、
日
本
の
有
栖
川
宮
親
王
が
新
暦
四
月
末
に
パ
リ
を
出
発
し
サ
ン
ク
ト
・
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
に
向
か
い
、
お
そ
ら
く
旧
暦
四
月
二
五
日
ま
で
に
は
当
地
に
到
着
す
る

と
の
こ
と
で
す
。
閣
下
に
対
す
る
私
の
深
い
尊
敬
と
恭
順
の
念
を
以
て
、
お
伝
え
申

し
上
げ
ま
す）

（
（

」。

こ
の
史
料
の
添
え
書
き
に
は
、
露
暦
四
月
一
〇
日
（
二
二
日
）
に
こ
の
知
ら
せ
が

帝
室
宮
内
総
局
で
あ
る
主
馬
寮
に
伝
え
ら
れ
た
、
と
あ
る
。
主
馬
寮
と
い
う
の
は
儀

典
局
の
こ
と
で
、
親
王
の
出
迎
え
、
滞
在
先
、
文
化
的
お
よ
び
実
務
的
な
手
配
の
責

任
を
担
う
帝
室
宮
内
省
の
部
局
で
あ
る）

（
（

。

と
こ
ろ
が
親
王
か
ら
は
、
訪
問
時
期
を
繰
り
上
げ
る
と
い
う
思
い
が
け
な
い
知
ら

せ
が
入
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
考
え
ら
れ
る
原
因
が
、
ギ
ル
ス
が
露
暦
一
八
八

九
年
四
月
一
九
日
（
五
月
一
日
）
に
皇
帝
官
房
長
官
ニ
コ
ラ
イ
・
ス
チ
ェ
パ
ノ
ヴ
ィ

チ
・
ペ
ト
ロ
フ
に
宛
て
た
後
続
書
簡
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
有
栖

川
宮
親
王
が
す
で
に
露
暦
四
月
一
八
日
（
三
〇
日
）
に
パ
リ
を
出
発
し
「
サ
ン
ク

ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
直
行
す
る
。
有
栖
川
宮
夫
人
は
病
気
の
た
め
パ
リ
に
留
ま
ら

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」
と
記
さ
れ
、
最
後
に
「
然
る
べ
き
ご
指
示
を
お
願
い
し
た

い
」
と
あ
る）

（
（

。
こ
れ
か
ら
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
こ
と
は
、
経
験
豊
か
な
帝
室
宮
内

省
の
役
人
で
あ
る
ギ
ル
ス
に
は
、
同
省
内
で
は
ま
だ
誰
も
親
王
の
来
訪
に
向
け
る
準

備
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
親
王
の
来
訪
に
つ
い
て
の
別
の
書
簡
を
ギ
ル
ス
は
同
じ
日
に
、
歓
迎
儀
式

そ
の
も
の
を
司
る
帝
室
宮
内
儀
典
長
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
セ
ル
ゲ
エ
ヴ
ィ
チ
・
ド
ル

ゴ
ル
コ
フ
公
爵
（
一
八
四
一
─
一
九
一
二
）
宛
に
送
っ
て
い
る
。
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
公

爵
は
、
同
様
の
知
ら
せ
を
皇
帝
官
房
長
官
ペ
ト
ロ
フ
が
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
を
ま

だ
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
急
い
で
同
長
官
に
賓
客
の
こ
と
を
知
ら
せ
、
朝
の
上
奏
時

に
皇
帝
に
そ
の
賓
客
に
つ
い
て
報
告
し
、
君
主
に
「
本
件
に
関
し
て
の
特
別
な
ご
指

示
」
を
乞
う
よ
う
要
請
し
た）

（
（

。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
以
後
の
史
料
の
中
で
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
の
名
前
は
一
度
し

か
出
て
こ
ず
、
し
か
も
つ
い
で
に
触
れ
ら
れ
た
だ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
例
え
特

に
複
雑
さ
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
な
事
案
に
つ
い

て
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
よ
う
な
、
主
体
性
の
な
い
並
の
役
人
と
い

う
評
判
を
全
体
的
に
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
帝
室
宮
内
省
は
そ
の
職
務
の

性
格
上
、
日
本
を
含
め
、
外
国
か
ら
の
使
節
団
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
豊
富
な
経
験

を
有
し
て
い
た
。

最
後
に
受
け
入
れ
た
外
国
使
節
団
が
前
述
の
大
山
視
察
団
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

有
栖
川
宮
親
王
の
来
訪
に
向
け
て
の
態
勢
を
組
織
す
る
に
当
た
っ
て
要
求
さ
れ
る
の

は
、
賓
客
の
地
位
が
以
前
よ
り
高
い
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
五
年
前
の
対
応
に
然

る
べ
き
修
正
を
加
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
を
も
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
を
驚
か
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
堅
く
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
来
訪
す
る
の
が
、
単
に
元
帥
と
い
う
高
位
な
人
物
で
は
な
く
、

天
皇
家
と
血
で
繋
が
る
親
王
で
、
そ
の
訪
問
は
「
宮
廷
外
交
」
の
一
環
と
見
な
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

有
栖
川
宮
親
王
の
訪
問
は
公
式
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
親
王

の
持
つ
影
響
力
か
ら
見
て
、
そ
の
交
流
の
中
で
、
両
国
相
互
の
懸
案
事
項
へ
の
言
及

と
両
国
君
主
の
直
接
接
触
を
通
し
て
の
そ
れ
ら
諸
問
題
の
解
決
の
可
能
性
が
予
期
さ

れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
想
定
の
下
で
は
、
表
面
的
な
儀
式
面
が
特
別
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に

な
り
、
そ
の
こ
と
に
不
安
を
覚
え
た
の
は
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
一
人
で
は
な
か
っ
た
。

す
で
に
そ
の
翌
日
に
別
の
一
人
の
高
官
も
不
安
を
表
明
し
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
三
世
の
側
近
で
皇
帝
専
用
の
ア
ニ
チ
コ
フ
宮
殿
の
長
官
で
あ
る
ヴ
ァ
シ
ー
リ

イ
・
ヴ
ァ
シ
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
ズ
ィ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
（
一
八
一
四
─
一
八
九
一
）
で
あ
る
。

彼
は
ペ
ト
ロ
フ
に
宛
て
た
短
信
文
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
尊
敬
す
る
ニ
コ
ラ
イ
・
ス
チ
ェ
パ
ノ
ヴ
ィ
チ
殿
、
私
た
ち
は
皆
、
日
本
の
親
王

を
か
く
も
早
い
時
期
に
当
地
に
お
迎
え
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
親
王
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
到
着
は
四
月
の
終
わ
り
あ
る
い
は
五
月
の
始
め

に
な
る
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
現
時
点
で
は
未
だ
何
ら
の
指
示
も
な
さ
れ
て
お
り

ま
せ
ん
。

も
し
明
日
何
ら
か
の
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
直
ち
に
貴
殿
に
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

今
は
、
こ
の
機
会
を
お
借
り
し
て
、
貴
殿
に
対
す
る
深
い
尊
敬
の
念
を
表
す
の
み
で

す
）
（
（

」。た
だ
、
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
と
は
異
な
り
、
経
験
豊
富
で
権
威
も
あ
る
ズ
ィ
ノ
ヴ
ィ
エ

フ
は
、
不
安
を
表
明
す
る
だ
け
で
留
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
同
じ
日
に
ペ
ト
ロ
フ

に
宛
て
た
別
の
短
信
文
書
の
中
で
、
英
語
の
話
せ
る
侍
従
武
官
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
陸
軍

大
佐
に
対
し
て
有
栖
川
宮
「
付
き
」
と
な
る
よ
う
指
示
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る）

（1
（

。

職
階
を
考
え
れ
ば
、
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
に
何
ら
か
の
指
示
を
与
え
る
立
場
に
は
ズ
ィ
ノ

ヴ
ィ
エ
フ
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
示
唆
的
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
皇
帝
の
直
接

の
裁
可
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

冬
宮
内
の
い
ず
れ
の
部
屋
を
親
王
に
割
り
当
て
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

お
そ
ら
く
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
の
こ
と
と
同
時
に
、
皇
帝
の
同
意
を
得
て
決
め
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
儀
典
局
長
ボ
リ
ス
・

ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ロ
ヴ
チ
・
シ
チ
ュ
ル
メ
ル
（
一
八
四
八
─
一
九
一
七
、
後
に
ロ
シ
ア
帝

国
の
最
後
か
ら
二
人
目
の
首
相
）
の
書
附
が
あ
り
、
そ
こ
に
、
有
栖
川
宮
と
随
員
に

対
し
て
コ
メ
ン
ダ
ン
ツ
キ
ー
・
コ
リ
ド
ー
ル
の
部
屋
が
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

翌
日
ペ
ト
ロ
フ
は
、
部
屋
の
割
り
当
て
と
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
を

直
属
の
上
司
で
あ
る
帝
室
宮
内
大
臣
イ
ラ
リ
オ
ン
・
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
ヴ
ォ
ロ
ン

ツ
ォ
フ
＝
ダ
シ
コ
フ
に
報
告
を
し）

（1
（

、
そ
れ
を
受
け
て
官
僚
機
構
と
い
う
巨
大
な
は
ず

み
車
が
回
転
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
外
務
省
は
、
有
栖
川
宮
親
王
を
迎
え
る
準
備
が
所
定
の
期
日
ま

で
に
間
に
合
う
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
心
配
を
し
て
い
た
。
外
務
官
庁
の
長
を
安
心

さ
せ
る
た
め
に
露
暦
一
八
九
八
年
四
月
二
一
日
（
五
月
三
日
）
に
ペ
ト
ロ
フ
は
ギ
ル

ス
に
、
賓
客
に
冬
宮
の
中
の
部
屋
が
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
、
付
添
役
（
レ
イ
チ
ェ

ル
ン
）
が
選
ば
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
然
る
べ
き
指
示
が
儀
典
長
（
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
）

に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
た）

（1
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
宮
内
官
僚
た
ち
は
明
ら
か
な
時
間
不
足
と
い
う
状
況
の
中
で
行

動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
四
月
二
一
日
（
五
月
三
日
）
の
午
前
に
駐

露
日
本
公
使
ニ
ッ
シ
【
西
（
徳
二
郎
）】
か
ら
帝
室
宮
内
省
に
、
親
王
が
同
日
に
列

車
で
ロ
シ
ア
に
入
り
、
直
ち
に
冬
宮
に
向
か
い
午
後
六
時
に
到
着
す
る
と
の
短
信
文

書
が
送
付
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。

驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
有
栖
川
宮
を
冬
宮
で
出
迎
え
る
責
任
者
が
決
め
ら
れ
た
の

は
本
当
に
ぎ
り
ぎ
り
の
時
間
で
、
し
か
も
、
文
字
通
り
た
ま
た
ま
そ
こ
に
居
合
わ
せ
、

職
階
か
ら
見
て
適
当
と
判
断
さ
れ
た
だ
け
の
帝
室
宮
内
省
の
人
間
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
・
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
フ
侍
従
（
一
八
三
四
─
一
九
〇
四
以
後
）
が

責
任
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
フ
は
有
名
な
歴
史
学
者
で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
、
失
寵
に
近
い
状
態
で
、
宮
中
に
来
る
こ
と
は
稀
で
、
日
常
は
Ｉ
・
Ｆ
・

パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
元
帥
の
本
格
的
な
伝
記
の
執
筆
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
彼
が
ペ
ト
ロ

フ
の
近
く
に
居
合
わ
せ
た
の
は
偶
然
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
午
後
六
時
ま
で
に
「
略
礼

服
着
用
、
儀
典
杖
持
参
の
上
」
親
王
を
出
迎
え
る
た
め
に
冬
宮
に
来
る
よ
う
に
と
の
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依
頼
が
降
り
か
か
っ
て
き
た
の
は
彼
に
と
っ
て
は
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る）

（1
（

。

幸
い
な
こ
と
に
、
皇
帝
の
居
住
す
る
本
宮
殿
で
の
親
王
の
出
迎
え
は
滞
り
な
く
行

わ
れ
た
。
唯
一
の
懸
案
は
、
出
迎
え
役
の
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
と
親
王
を
予
め
用
意
さ
れ

た
部
屋
に
き
ち
ん
と
通
す
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
特
に
問
題
は
な
か
っ
た

そ
し
て
同
日
、
す
な
わ
ち
露
暦
一
九
八
九
年
四
月
二
一
日
（
五
月
三
日
）
の
内
に
、

日
本
使
節
団
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
に
拝
謁
す
る
日
時
に
関
し
て
確
認
が
な
さ
れ

た
。
そ
の
こ
と
を
証
拠
づ
け
る
の
が
Ｂ
・
Ｖ
・
シ
ュ
チ
ュ
ル
メ
ル
が
不
詳
の
人
物
に

宛
て
た
草
稿
の
書
附
で
、
そ
の
中
に
「
皇
帝
・
皇
后
両
陛
下
は
四
月
二
三
日
一
二
時

ガ
ッ
チ
ナ
宮
殿
に
お
い
て
日
本
の
親
王
を
接
見
す
る
予
定
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

指
定
さ
れ
た
日
時
に
ガ
ッ
チ
ナ
宮
殿
に
到
着
す
る
た
め
に
、
有
栖
川
宮
と
そ
の
随

員
は
ガ
ッ
チ
ナ
に
向
け
て
午
前
一
〇
時
半
の
列
車
で
ワ
ル
シ
ャ
ワ
駅
を
発
つ
こ
と
に

な
っ
て
い
た）

（1
（

。
そ
し
て
到
着
駅
で
は
、
帝
室
宮
内
省
が
差
し
向
け
た
馬
車
が
一
行
を

待
ち
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
親
王
の
た
め
の
二
頭
二
列
の
四
頭
立
て
の
儀
杖

箱
馬
車
「
モ
ル
ニ
」、
随
員
と
侍
従
武
官
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
の
た
め
の
通
常
の
軽
馬
車

と
い
う
編
成
で
あ
っ
た）

（1
（

。

儀
典
局
か
ら
帝
室
宮
内
総
局
に
宛
て
た
露
暦
一
八
八
九
年
四
月
二
二
日
（
五
月
四

日
）
付
け
の
短
信
文
書
の
中
に
は
、
親
王
に
同
行
す
る
ロ
シ
ア
側
の
代
表
者
に
、
レ

イ
チ
ェ
ル
ン
と
並
ん
で
、
海
軍
大
佐
エ
ル
チ
ャ
ニ
ノ
フ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
任
命
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
儀
式
の
性
質
上
の
配
慮
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
後
の
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
有
栖
川
宮
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
に
謁
見

す
る
際
に
日
本
海
軍
の
制
服
を
着
用
す
る
意
向
で
あ
っ
た
と
あ
り
、
儀
式
の
参
列
者

の
中
に
ロ
シ
ア
海
軍
の
代
表
者
も
臨
席
さ
せ
る
と
い
う
の
は
論
理
的
で
あ
っ
た
。
同

じ
文
書
の
中
に
、
親
王
と
随
員
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
駅
を
発
つ
時
刻
が
午
前
一
〇
時
三
〇

分
で
あ
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
出
発
を
手
配
す
る
任
に
当
た
る
の
は
レ
イ

チ
ェ
ル
ン
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
露
暦
四
月
二
二
日
（
五
月
四
日
）
の
シ
ュ

チ
ュ
ル
メ
ル
侍
従
の
事
務
短
信
文
書
の
中
で
彼
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
親
王

に
同
行
す
る
の
は
三
等
侍
従
官
サ
イ
ト
【
斉
藤
】、
海
軍
大
尉
イ
ヨ
シ
イ
【
吉
井
】、

日
本
公
使
ニ
ッ
シ
【
西
徳
二
郎
】
が
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、「
親
王
と

彼
の
同
行
者
の
た
め
に
皇
帝
用
馬
車
が
用
意
さ
れ
た
。
親
王
の
随
員
な
ら
び
に
日
本

公
使
は
、
儀
典
局
長
と
共
に
、
別
の
馬
車
で
行
く
予
定
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い

る
）
（1
（

。ガ
ッ
チ
ナ
で
の
親
王
の
出
迎
え
を
担
当
す
る
の
は
、
宮
内
三
等
侍
従
武
官
ヴ
ラ

ジ
ー
ミ
ル
・
セ
ル
ゲ
エ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ボ
レ
ン
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
帝
室

宮
内
省
儀
典
総
局
は
オ
ボ
レ
ン
ス
キ
ー
に
、
馬
車
の
到
着
を
知
ら
せ
る
先
触
れ
二

名
、
帝
室
宮
内
八
等
官
二
名
、
帝
室
宮
内
六
等
官
一
名
の
手
配
を
要
請
し
た）

（1
（

。

こ
の
書
翰
に
は
印
刷
さ
れ
た
名
簿
（
二
部
）
が
添
付
さ
れ
て
い
て
、
親
王
の
同
行

者
と
し
て
三
等
侍
従
官
サ
イ
ト
【
斉
藤
】、
海
軍
大
尉
イ
ヨ
シ
ヤ
【
イ
ヨ
シ
イ
吉
井
】

の
二
名
の
み
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
二
部
の
う
ち
の
一
部
に
鉛
筆
で
日

本
公
使
ニ
ッ
シ
【
西
】
の
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る）

11
（

。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
準
備
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
二
二
日
に
、
有
栖
川
宮
と
随
行
者

た
ち
は
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
の
付
き
添
い
で
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
名
所
を
見
学
し
、
ロ
シ
ア

帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
最
も
象
徴
す
る
二
つ
の
首
都
施
設
、
イ
サ
ア
ク
寺
院
と
ペ

ト
ロ
パ
ヴ
ロ
フ
ク
寺
院
に
足
を
運
ん
だ
。

訪
問
が
予
定
さ
れ
て
い
た
次
の
日
、
露
暦
一
九
八
九
年
四
月
二
三
日
（
五
月
五
日
）

は
日
曜
日
に
当
た
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
予
定
さ
れ
て
い
る
会
見
が
半
公
式
的
な
非

公
式
な
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の

二
週
間
前
に
ロ
シ
ア
正
教
徒
は
主
た
る
教
会
祭
日
で
あ
る
復
活
祭
を
祝
っ
て
い
た
。

そ
し
て
日
曜
日
と
い
う
の
は
、
信
者
た
ち
が
教
会
で
の
礼
拝
に
訪
れ
、
そ
の
時
々
に

応
じ
て
聖
体
拝
領
の
秘
績
を
行
う
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
に
極
東
の
客
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
、
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
が
親
王
を
通
常
の
実
務
的
訪
問
者
と

は
別
待
遇
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
演
出
は
、
両
国
皇
室
の
友
好
に
向
け
て
の
、
い
わ
ば
招
請
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
文
脈
は
、
国
家
的
伝
統
を
尊
重
す
る
雰
囲
気
の
中
で
育
っ
た
人
間
で
あ
る

有
栖
川
宮
に
と
っ
て
は
謎
め
い
た
こ
と
と
は
思
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、

経
験
豊
か
な
案
内
役
で
あ
る
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
は
シ
チ
ェ
ル
バ

ト
フ
が
そ
の
こ
と
を
有
栖
川
宮
に
伝
え
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
フ
は
、
一
時
的
に
は
宮
廷
を
離
れ
て
い
た
が
、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。

行
わ
れ
た
訪
問
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
九
年
四
月
二
五
日
（
五
月
七
日
）

に
発
行
さ
れ
た
公
式
な
【
新
聞
】『
政
府
公
報
』【П

равительственны
й вестник

】

の
ト
ッ
プ
で
報
じ
ら
れ
た）

1（
（

。

有
栖
川
宮
は
ガ
ッ
チ
ナ
に
向
け
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
線
を
一
〇
時
に
特
別
列
車
で
出
発

し
た
。
同
行
者
は
、
駐
露
日
本
公
使
西
、
三
等
侍
従
官
斉
藤
、
個
人
副
官
吉
井
海
軍

大
尉
、
お
よ
び
、
侍
従
武
官
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
、
海
軍
大
佐
エ
ル
チ
ャ
ニ
ノ
フ
で
あ
っ

た
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
駅
で
一
行
を
見
送
っ
た
の
は
、
儀
典
局
長
で
侍
従
の
Ｂ
・
Ｖ
・
シ
ュ

チ
ュ
ル
メ
ル
で
あ
る
。

ガ
ッ
チ
ナ
で
は
宮
内
警
備
担
当
の
侍
従
官
ル
コ
シ
コ
フ
が
客
人
を
出
迎
え
た
。

ガ
ッ
チ
ナ
駅
に
到
着
し
た
親
王
に
用
意
さ
れ
た
の
は
、
礼
装
の
従
僕
と
御
者
付
き

の
二
頭
二
列
の
四
頭
立
て
の
儀
杖
箱
馬
車
で
あ
っ
た
。
有
栖
川
宮
は
海
軍
の
制
服
を

着
用
し
、
日
本
天
皇
の
勲
章
付
き
の
綬
を
ま
と
っ
て
い
た
。
一
行
の
馬
車
に
は
先
触

れ
二
名
、
帝
室
宮
内
八
等
官
二
名
、
帝
室
宮
内
六
等
官
一
名
が
同
行
し
た
。

ガ
ッ
チ
ナ
宮
殿
に
到
着
後
日
本
使
節
団
は
ア
ル
セ
ナ
ー
リ
ノ
エ
・
ク
ラ
エ

【А
рсенальное каре

造
兵
工
廠
地
区
】
を
通
っ
て
、
彼
ら
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た

部
屋
に
入
り
、
侍
従
武
官
長
Ｏ
・
Ｂ
・
リ
フ
テ
ル
、
帝
室
式
部
長
Ａ
・
Ｓ
・
ド
ル
ゴ

ル
ー
キ
ー
公
爵
、
帝
室
宮
内
三
等
官
Ｖ
・
Ｓ
・
オ
ボ
レ
ン
ス
キ
ー
公
爵
が
一
行
を
迎

え
た
。

こ
の
時
間
に
は
宮
殿
教
会
で
の
日
曜
日
の
礼
拝
も
終
わ
り
、
予
定
さ
れ
て
い
た
接

見
が
正
午
に
行
わ
れ
た
。
接
見
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
他
に
、
皇
后
、
皇
太

子
ニ
コ
ラ
イ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
【
後
の
ニ
コ
ラ
イ
二
世
】
が
参
列
し
た
。

ニ
コ
ラ
イ
・
ヤ
ポ
ン
ス
キ
ー
の
情
報
に
従
え
ば
、
親
王
は
皇
后
マ
リ
ヤ
・
フ
ョ
ー

ド
ロ
ヴ
ナ
【
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
后
】
に
日
本
天
皇
の
冠
の
形
の
女
性
用
勲
章

【
宝
冠
章
】
を
奉
呈
し
た
。
こ
の
勲
章
は
日
本
皇
后
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が

（
ⅲ
）、

ロ
シ
ア
の
聖
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
勲
章
に
か
な
り
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
政

府
公
報
』
紙
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
こ
の
勲
章
は
二
つ
の
星
か
ら
成
り
、「
一

つ
は
胸
に
付
け
、
も
う
一
つ
は
、
肩
に
掛
け
た
赤
い
縁
取
り
の
あ
る
黄
金
色
の
飾
り

紐
に
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
星
は
真
珠
で
飾
ら
れ
、
中
央
に
桜
の
花
と
竹
に
囲
ま
れ

た
日
本
天
皇
の
冠
が
描
か
れ
て
い
る）

11
（

」。

聖
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
勲
章
が
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
后
で
後
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
一

世
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
実
際
に
高
位
の
人
物
に
授
与
さ
れ
た
ス
テ
ー
タ

ス
の
あ
る
褒
賞
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る

（
ⅳ
）。

日
本
天

皇
の
冠
の
勲
章
が
制
定
さ
れ
た
際
に
聖
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
勲
章
が
見
本
と
し
て
ど
の
程

度
参
考
に
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
政
府
公
報
』
紙
の
読
者
に
と
っ

て
二
つ
の
勲
章
が
似
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
天
皇
睦
仁
が
す
で

に
生
前
に
し
ば
し
ば
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
と
並
び
称
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
そ
の
可

能
性
は
高
い
。

有
栖
川
宮
親
王
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
訪
問
の
公
式
的
理
由
が
ロ
シ
ア
の
専
制

君
主
の
后
に
勲
章
を
手
渡
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ミ
カ
ド
の
政
府
が

「
宮
廷
外
交
」
の
発
展
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
間
接
的
に
示
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
明
瞭
な
こ
と
は
、
こ
の
訪
問
が
進
む
に
つ
れ
象
徴
的
か
つ
儀
礼
的
性

質
の
演
出
に
双
方
が
特
別
な
意
味
を
付
与
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
、
ロ

シ
ア
も
日
本
も
同
じ
程
度
に
属
す
る
と
言
っ
て
よ
い
東
方
文
化
の
国
に
と
っ
て
は
十

分
に
伝
統
的
な
こ
と
で
あ
る
。

贈
呈
式
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
皇
帝
主
催
の
午
餐
会
の
席
で
、
両
国
に
と
っ
て
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焦
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
、
た
と
え
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ど
の
程

度
話
題
に
上
っ
た
の
か
は
推
定
し
難
い
。
午
餐
会
で
親
王
は
皇
后
マ
リ
ヤ
・
フ
ョ
ー

ド
ロ
ヴ
ナ
の
右
手
に
座
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
有
栖
川
宮
と
皇
帝
と
の
会
話
に
彼
女

が
加
わ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中

で
深
刻
な
テ
ー
マ
を
持
ち
出
す
こ
と
は
当
を
得
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
多
数
の
証

人
が
臨
席
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

午
餐
会
に
は
ロ
シ
ア
の
高
官
数
名
の
他
に
親
王
の
同
行
者
も
臨
席
し
、
宮
廷
合
唱

団
も
出
演
し
た
。

一
三
時
三
五
分
に
親
王
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
線
の
臨
時
列
車
で
ガ
ッ
チ
ナ
を
立
っ
て
サ

ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
向
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
有
栖
川
宮
と
皇
帝
と
の

私
的
な
会
談
は
、
行
わ
れ
た
と
し
て
も
極
め
て
短
時
間
に
す
ぎ
ず
、
長
く
て
も
一
時

間
半
を
越
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

同
日
の
夕
方
、
親
王
は
マ
リ
ィ
ン
ス
キ
ー
劇
場
を
、
翌
日
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学

を
訪
れ
た
。『
政
府
公
報
』
紙
が
報
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
親
王
の
出
発
は

金
曜
日
す
な
わ
ち
露
暦
四
月
二
八
日
（
五
月
一
〇
日
）
に
予
定
さ
れ
て
い
た
。
有
栖

川
宮
は
モ
ス
ク
ワ
に
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
親
王
妃
の
ヨ
ス
カ
【
慰
子
（
や
す
こ
）】

の
い
る
パ
リ
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。「
親
王
の
旅
行
は
厳
重
な
忍
び
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
彼
の
公
式
使
命
が
あ
る
間
の
み
そ
れ
を
解
い
て
い
た
」
と
『
政
府
公

報
』
紙
は
記
し
、
読
者
の
好
奇
心
を
そ
そ
っ
て
い
る）

11
（

。

実
際
の
と
こ
ろ
は
親
王
の
出
発
は
元
々
露
暦
四
月
二
七
日
（
五
月
九
日
）
に
予
定

さ
れ
て
い
て
、
ズ
ィ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
は
ペ
ト
ロ
フ
に
宛
て
た
同
日
付
け
の
書
簡
の
中
で

そ
の
こ
と
を
モ
ス
ク
ワ
総
督
に
知
ら
せ
る
よ
う
要
請
し
て
い
る）

11
（

。
日
程
の
変
更
が
生

じ
た
の
は
そ
れ
よ
り
前
の
二
四
日
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ど
う
い
う
わ

け
か
ズ
ィ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
私
、
宮
内
総
局
長
は
謹

ん
で
ニ
コ
ラ
イ
・
ス
チ
ェ
パ
ノ
ヴ
ィ
チ
閣
下
に
お
伝
え
申
し
あ
げ
ま
す
。
侍
従
武
官

レ
イ
チ
ェ
ル
ン
大
佐
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
親
王
有
栖
川
宮
威
仁
と
そ
の
随
員

の
モ
ス
ク
ワ
出
発
は
特
急
列
車
で
木
曜
日
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
親
王
が
ク
ロ

ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
訪
問
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
曜
日
に
繰
り
下
げ
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
親
王
の
公
式
使
命
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
終
了
す
る
の

で
、
侍
従
武
官
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
は
親
王
が
モ
ス
ク
ワ
に
向
け
て
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
を
経
っ
た
時
点
で
そ
の
任
務
を
終
え
る
も
の
と
し
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
モ

ス
ク
ワ
で
の
親
王
の
た
め
の
部
屋
（
七
部
屋
）
お
よ
び
随
員
と
侍
従
の
た
め
の
部
屋

の
準
備
、
馬
車
三
台
の
手
配
、
モ
ス
ク
ワ
で
の
出
迎
え
に
つ
い
て
は
、
モ
ス
ク
ワ
宮

内
局
か
ら
全
権
委
託
さ
れ
た
人
物
が
担
当
し
、
ま
た
、
モ
ス
ク
ワ
で
の
滞
在
費
用
の

支
出
手
続
き
に
つ
い
て
も
そ
の
人
物
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
陸
軍
大
佐
ゲ
レ
ネ
ト
に
よ
れ
ば
、
部
屋
の
借
り
上
げ
は
金
曜
日
と
土
曜
日
の

二
日
間
の
予
定
と
の
こ
と
で
す）

11
（

」。

西
欧
の
軍
事
情
勢
の
視
察
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
ク
ロ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
有
栖

川
宮
親
王
の
旅
行
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
重
要
地
点
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
彼
が
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の
主
要
基
地
を
訪
れ
た
最
初
の
日
本
人
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
く

（
ⅴ
）、

し
か
も
そ
の
日
本
人
と
い
う
の
が
、
高
位
の
人
物
で
、
主
要
な
海
軍

大
国
の
一
員
で
あ
る
こ
の
国
の
力
を
評
価
す
る
に
足
る
十
分
な
職
業
上
の
知
見
の
持

ち
主
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
国
は
遠
か
ら
ぬ
将
来
に
お
い
て
日
本
の
敵
と
な
る
べ

き
国
で
あ
っ
た
。

親
王
の
ク
ロ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
訪
問
は
予
定
通
り
行
わ
れ
た
が
、
親
王
が
そ
こ
で
得

た
印
象
に
つ
い
て
は
日
本
の
文
書
館
を
当
た
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
八
八
九
年
四
月
二
八
日
（
五
月
一
〇
日
）
有
栖
川
宮
と
随
行
者
は
モ
ス
ク
ワ
に

向
か
っ
た
。
そ
の
三
日
前
に
ペ
ト
ロ
フ
は
「
第
一
の
都
」
の
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ア
ン

ド
レ
エ
ヴ
ィ
チ
・
ド
ル
ゴ
ル
コ
フ
総
督
に
以
下
の
こ
と
を
伝
え
た
。

「
旅
行
は
忍
び
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。
親
王
は
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
、
出
迎
え
は

一
切
予
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
親
王
の
モ
ス
ク
ワ
滞
在
中
は
、「
第
一
の

都
」
モ
ス
ク
ワ
の
名
所
見
物
に
つ
い
て
親
王
に
説
明
す
る
た
め
に
英
語
の
出
来
る
人
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間
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
閣
下
に
お
知
ら
せ
す
る
と
同
時
に
、
部
屋
の
借
り
上
げ
に
つ
い
て
は

モ
ス
ク
ワ
宮
内
局
に
既
に
私
か
ら
お
伝
え
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す）

11
（

」。

一
八
八
九
年
四
月
二
六
日
（
五
月
八
日
）
付
け
の
電
報
で
、
ペ
ト
ロ
フ
に
親
王
の

た
め
に
部
屋
（
七
部
屋
）
が
ス
ラ
ヴ
ィ
ヤ
ン
ス
キ
ー
・
バ
ザ
ー
ル
に
準
備
さ
れ
た
こ

と
が
知
ら
さ
れ
た）

11
（

。
モ
ス
ク
ワ
の
名
所
の
案
内
人
と
し
て
特
別
に
依
頼
さ
れ
た
八
等

文
官
の
シ
ャ
ハ
エ
フ
公
爵
が
日
本
人
一
行
に
付
け
ら
れ
た）

11
（

。

こ
れ
以
後
親
王
の
旅
行
は
忍
び
で
続
け
ら
れ
た
の
で
、
帝
室
宮
内
省
各
当
局
の
各

文
書
館
に
は
親
王
の
動
向
を
反
映
し
た
も
の
は
な
い
。

そ
の
後
の
一
種
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
指
摘
に
値
す
る
の
は
、
一
八
九
一
年
に
皇

太
子
ニ
コ
ラ
イ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
【
後
の
ニ
コ
ラ
イ
二
世
】
が
日
本
を
訪

問
し
た
際
に
皇
太
子
を
出
迎
え
た
の
が
有
栖
川
宮
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る

（
ⅵ
）。

奇
妙
な
一
致
な
の
か
、
そ
れ
と
も
偶
然
の
こ
と
な
の
か
は
別
と
し
て
、
長
崎

に
停
泊
中
の
巡
洋
艦
「
パ
ー
ミ
ャ
チ
・
ア
ゾ
バ
【
ア
ゾ
フ
の
記
憶
】」
号
を
皇
太
子

が
訪
問
し
た
の
は
一
八
九
一
年
四
月
二
二
日
（
五
月
四
日
）、
す
な
わ
ち
有
栖
川
宮

が
ガ
ッ
チ
ナ
を
訪
問
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
年
後
（
一
日
足
り
な
い
が
）
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

有
栖
川
宮
は
大
津
で
襲
撃
事
件
の
際
も
皇
太
子
の
側
に
い
た
。
こ
の
出
来
事
の
目

撃
者
で
あ
る
Ｖ
・
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ャ
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
サ
ン
ゾ
・
ツ
ダ
【
津
田
三
蔵
】

が
サ
ー
ベ
ル
で
皇
太
子
を
傷
つ
け
た
直
後
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
ニ
コ
ラ
イ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
は
通
り
の
真
ん
中
に
立
っ
て
、
帽
子
は
な

く
、
血
が
激
し
く
流
れ
出
て
い
る
頭
を
右
手
で
押
さ
え
て
い
た
。
頭
の
右
側
の
耳
の

か
な
り
上
の
所
に
深
い
傷
が
あ
る
の
が
誰
の
目
に
も
見
え
た
。
顔
、
首
、
両
手
は
血

だ
ら
け
で
、
衣
服
も
そ
う
で
あ
っ
た
」。
に
も
関
わ
ら
ず
、
軍
務
報
告
書
の
通
り
だ

と
す
れ
ば
、
皇
太
子
が
真
っ
先
に
声
を
掛
け
た
の
は
医
師
で
は
な
く
、「
受
け
入
れ

側
」
の
代
表
と
し
て
皇
太
子
に
同
行
し
て
い
た
有
栖
川
宮
親
王
だ
っ
た
。「
こ
の
出

来
事
が
、
日
本
各
地
で
私
に
な
さ
れ
た
歓
待
の
良
き
印
象
を
損
ね
る
の
で
は
な
い
か

な
ど
と
は
一
瞬
た
り
と
も
思
わ
な
い
で
ほ
し
い）

11
（

」。

有
栖
川
宮
は
日
本
政
府
に
、
ま
た
私
的
に
ミ
カ
ド
に
大
津
で
の
出
来
事
に
つ
い
て

報
告
し
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
彼
が
事
件
に
つ
い
て
生
々
し
く
語
っ
た
後
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

「
天
の
息
子
」（
天
皇
）
は
前
例
の
な
い
行
動
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
上

初
め
て
自
ら
が
外
国
の
戦
艦
に
乗
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
的
に
皇
太
子
に

対
し
て
謝
罪
の
言
葉
を
尽
く
し
た
。

以
上
述
べ
た
こ
と
す
べ
て
か
ら
、
有
栖
川
宮
親
王
が
ロ
シ
ア
と
よ
り
友
好
的
な
関

係
を
望
む
側
に
い
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
地
政
学
の
分
野
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
経
済
は
そ
の
中
で

常
に
政
治
エ
リ
ー
ト
の
具
体
的
代
表
者
を
繋
ぐ
私
的
関
係
に
優
越
し
て
き
た
。
露
日

関
係
に
お
け
る
経
済
と
い
う
構
成
部
分
が
よ
り
良
き
も
の
を
望
む
こ
と
を
後
回
し
に

し
て
い
た
以
上
、
東
京
が
対
外
的
優
先
順
位
の
決
定
と
同
盟
相
手
国
を
模
索
す
る
中

で
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
の
接
近
よ
り
は
ロ
ン
ド
ン
と
の
同
盟
関
係
を
最
終
的
に
選
ん
だ

こ
と
は
理
に
適
っ
て
い
る
。

こ
の
選
択
に
相
当
な
程
度
影
響
を
与
え
た
こ
と
と
し
て
、
上
記
以
外
に
、
日
本
の

国
家
体
制
が
英
国
型
の
モ
デ
ル
に
、
す
な
わ
ち
専
制
体
制
か
ら
立
憲
君
主
制
の
方
向

に
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
変
換
は
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
で
は
直
ぐ
に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
情
報
不
足
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
根
付
い
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア

の
政
治
家
に
は
、
ア
ジ
ア
的
専
制
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
君
主
制
、
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア

に
比
し
て
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
一
貫
し
て
か
つ
急
速
に
民
主
的
自
由
を
拡
大
す
る
道

を
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
信
じ
難
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

総
じ
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
が
ロ
シ
ア
を
置
い
て
イ
ギ
リ
ス
に

接
近
し
て
い
っ
た
の
は
合
法
則
的
で
あ
り
、
私
的
接
触
が
全
体
的
な
進
行
過
程
を
変

©2014 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



東京大学史料編纂所研究紀要　第24号　2014年３月 256（　 ）

え
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
八
八
九
年
の
有
栖
川
宮
親
王
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
訪
問
そ
の
も
の
を
も
し
評
価
す

る
と
す
れ
ば
、
双
方
は
互
い
に
満
足
し
た
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
。

両
国
の
皇
室
代
表
者
の
私
的
交
際
は
非
公
式
的
雰
囲
気
の
中
で
行
わ
れ
、
負
担
の

少
な
い
心
地
よ
い
儀
式
を
伴
っ
た
も
の
で
、
以
後
の
非
公
式
接
触
に
向
け
て
の
有
効

な
基
盤
を
作
り
出
し
た
。
現
実
の
出
来
事
が
順
調
に
進
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
こ
の

よ
う
な
「
宮
廷
外
交
」
が
公
式
外
交
に
と
っ
て
の
独
特
な
担
保
と
な
り
え
た
は
ず
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
公
式
外
交
は
し
ば
し
ば
複
雑
な
問
題
に
遭
遇
し
、
双
方
の
帝

国
の
外
交
路
線
を
決
定
す
る
人
物
の
間
で
の
一
定
の
個
人
的
好
感
情
が
存
在
し
て
い

る
場
合
の
み
そ
の
解
決
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
基
本
的
な
こ
と
は
、
最
重
要
な
外
交
問
題
の
解
決
が
舞
台
裏
で
の

討
議
の
後
に
君
主
の
独
力
で
図
ら
れ
る
と
い
う
時
代
は
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な
り

つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
君
主
間
の
私
的
関
係
と
は
別
に
、「
宮
廷
外
交
」

は
去
り
ゆ
く
一
九
世
紀
と
共
に
歴
史
の
一
部
と
な
っ
て
い
っ
た
。

�
（
翻
訳
：
有
泉
和
子
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（
1（
）�� Там ж

е, л. с 9  с об.

（
1（
）�� Там ж

е, л. 3 .

（
1（
）�� Там ж

е, л. 1 1.

（
1（
）�� Там ж

е, л. 5 .

（
20
）�� Там ж

е, лл. 9-10.

（
21
）�� РГИ

А
, Ф

.468, О
п. 42, Д

. 904, л. 1 8.

（
22
）�� Там ж

е.

（
2（
）�� Там ж

е.

（
24
）�� Там ж

е, л. 1  1.

（
2（
）�� Там ж

е, л. 1 2.

（
2（
）�� Там ж

е, л. 1 3.

（
2（
）�� Там ж

е, л. 1 3.

（
2（
）�� Там ж

е, л. 1 5.

（
2（
）�� цит. по Ухтом

ский Э
. Э

. П
осле злодейского покуш

ения с. 1 7 // 
П

утеш
ествие на В

осток Его И
м

ператорского В
ы

сочества наследника 
Ц

есаревича. Т. 3  - С
П

Б., 1897 г .

〔
翻
訳
者
注
〕

（
ⅰ
）��
謁
見
に
関
し
て
は
、『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
「
明
治
五
年
十
月
十
七
日
、
十
八
日
条
」、

及
び
、
中
村
喜
和
、
ト
マ
ス
・
ラ
イ
マ
ー
編
『
ロ
シ
ア
文
化
と
日
本　

明
治
大
正
期

の
文
化
交
流
』
彩
流
社
、
カ
バ
ー
絵
参
照
。

（
ⅱ
）��

『
明
治
天
皇
紀
』
第
六
「
明
治
二
十
年
七
月
五
日
～
九
日
条
」
参
照
。

（
ⅲ
）��

『
明
治
二
十
一
年
勅
令
第
一
号
（
宝
冠
章
及
大
勲
位
菊
花
章
頸
飾
ニ
関
ス
ル
件
）』
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（　 ） 有栖川宮のロシア訪問と「宮廷外交」（ソコロフ）257

参
照
。

（
ⅳ
）��
「
ロ
シ
アN

O
W

」
二
〇
一
二
年
一
二
月
七
日
付
「
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
が
妻
の
た
め

に
聖
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
勲
章
を
創
設
」
毎
日
新
聞
社
。

（
ⅴ
）��

中
村
喜
和
「
ロ
シ
ア
公
使
時
代
の
榎
本
武
揚
の
宅
状
」『
ロ
シ
ア
の
木
霊
』（
風
行

社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
二
三
～
二
三
九
頁
参
照
。

（
ⅵ
）��

有
栖
川
宮
熾
仁
『
熾
仁
親
王
日
記
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
巻
五
、

『
熾
仁
親
王
行
実
』（
高
松
宮
家
、
一
九
三
八
年
）
明
治
二
十
四
年
五
月
十
一
日
条
以

下
、『
威
仁
親
王
行
実
』（
高
松
宮
家
、
一
九
二
六
年
）
巻
上
二
三
六
頁
以
下
参
照
。

　

本
研
究
集
会
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ
「
ロ
シ
ア
・
中
国
を
中
心
と
す
る
在
外
日
本
関
係
史
料
の
調
査
・
分
析
と
研
究
資
源
化
の
研
究
」（
課
題
番
号
二
三
二
四
二
〇
三
九
、
研
究
代
表
者
：

保
谷
徹
）
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
も
使
用
し
て
行
な
っ
た
。
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